
船舶事故調査報告書 

令和２年８月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１０月２０日 １３時３０分ごろ 

発生場所 滋賀県守山市木
この

浜
はま

漁港北西方沖 

 今浜三等三角点から真方位２３２°２,１８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０６.５′ 東経１３５°５６.２′） 

事故の概要  プレジャーボートMary
メ リ ー

 Jan
ジェーン

e Ⅵは、航行中、また、プレジャー 

ボート和
わ

２０－１は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１０月２８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート Mary Jane Ⅵ、１.９トン 

   ２５３－３４５８９滋賀、株式会社全農林 

Ｂ プレジャーボート 和２０－１、０.４トン 

   ２５３－３４２８７滋賀、有限会社ビワコマリン寺田 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船外機カバーに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

水象：水上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、帰港する目

的で、多数のプレジャーボートが漂泊している海域を通過しようと約

７ノットの対地速力で各船舶の間を縫って左右に転針を繰り返してい

たところ、Ｂ船と衝突した。 

 船長Ａは、漂泊中のプレジャーボート群を迂回して航行すればよ 

かったと本事故後に思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船首を北方

に向けて釣りをしながら漂泊中、船長Ｂが、付近に多数のプレジャー

ボートが漂泊しているので、他船がＢ船に向かってくることはないと

思い、魚群探知機を見ていたところ、船尾方から至近に迫るＡ船に気

付いたものの、何もできずにＡ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、多数の船舶が漂泊する海域を航行中、船長Ａが、各船舶の

間を縫って左右に転針を繰り返していたことから、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、付近に多数のプレジャーボートが漂泊

しているので航行している他船がＢ船に向かってくることはないと思



い、魚群探知機を見ながら漂泊を続けていたことから、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が航行中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、各船舶の間を

縫って左右に転針を繰り返して航行を続け、また、船長Ｂが、魚群探

知機を見ながら漂泊を続けていたため、両船が衝突したものと推定さ

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・多数のプレジャーボートが漂泊する海域を迂回して航行するこ

と。 

 ・周囲に多数の船舶が漂泊中であっても、自船に向かってくる船舶

はないと思わず、周囲の見張りを継続的に行うこと。 

 


